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Ⅱ．子ども・子育てを取り巻く環境 
 

１．人口・世帯の状況 

 

１）人口の状況 

① 総人口の推移 

松伏町の人口（各年４月１日現在）は、平成２１年の３１，６０６人（外国人を

含む）をピークに減少に転じている。平成２６年の人口は３０，６９２人で、平成

２５年に比較して０．８１％の減少となった。 

 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自然動態・社会動態 

 自然動態では、出生は平成１７年度までは２６０人前後であったが、平成１９～

２１年度には２４０人前後となり、平成２２年度以降は２００人前後まで減ってい

る。平成２４年度の出生は１９８人であった。 

 死亡は平成１６年度以降穏やかな増加基調にあるが、平成２４年度は前年より 

１３人少ない２４８人であった。平成２２年度以降、死亡が出生を上回っている。 

 社会動態では、転入は平成１３年度以降減少基調にあり、平成２４年度の転入は 

９４４人であった。 

 転出は、１，１００～１，２００人程度で推移しており、平成２４年度の転出は

１，１０６人であった。平成２１年度以降、転出が転入を上回っている。 

※各年 4月 1日現在、外国人を含む 資料：住民基本台帳 
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自然動態・社会動態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③年齢区分別人口割合 

 平成２６年の総人口に占める年少人口（０～１４歳）の割合は１３．５％、生産

年齢人口（１５～６４歳）の割合は６３．５％で、いずれも近年では低下傾向を辿

っている。他方、老年人口（６５歳以上）の比率は上昇を続けており、平成２５年

には２３．１％になった。 

 

年齢区分別人口割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外国人を含む 資料：住民基本台帳 

資料：住民基本台帳 ※各年 4月 1日現在、外国人を含む 
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④地域別人口 

松伏地区の人口は１１，４２５人で、全体の３７．２％を占めている。続くゆめ

み野・ゆめみ野東地区は５，９７４人で全体の１９．５％を占め、この２地区で町

の総人口の５６．７％を占めている。 
 

地区別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６歳未満の児童数でも松伏地区が５２５人で最も多く、全体の３９．７％を占め

ている。ゆめみ野・ゆめみ野東地区は３０５人で全体の２３．１％を占め、この２

地区でで町内の６歳未満児童数の６２．９％を占める。 

地区人口に占める６歳未満の児童の割合では、松葉地区、ゆめみ野・ゆめみ野東

地区、田中地区が５％を超えている。 

 

6歳未満の児童数と地区人口に占める割合 
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資料：住民基本台帳 ※平成 26年 4月 1日現在、外国人を含む 
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２）世帯の状況 

①世帯数と１世帯当たり人員 

 世帯数は人口の頭打ちに反して増加傾向を続けている。このため、１世帯当たり

人口は減少している。平成２５年の世帯数は１１，４８０世帯で、１世帯当たり人

口は２．７人であった。 

 

世帯数と 1世帯当たり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②世帯構成 

 世帯の家族類型別割合では、松伏町の一般世帯数は１０，４１９世帯で、その

６９．７％が核家族世帯である。核家族世帯のうち、夫婦と子どもの世帯は全体の

４０．０％、ひとり親と子どもの世帯は全体の１０．０％となっている。 

 また、一般世帯のうち１２歳未満の子どものいる世帯は全体の２１．４％、６歳

未満の子どものいる世帯は１１．２％であった。 

 

世帯の家族類型別割合               子どものいる世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

松伏町 埼玉県

核家族世帯 69.7% 62.2%

夫婦のみ 19.6% 20.1%

夫婦と子ども 40.0% 33.4%

ひとり親と子ども 10.0% 8.7%

その他の親族世帯 13.4% 8.3%

非親族及び単独世帯 17.0% 29.4%

一般世帯合計 100.0% 100.0%

※一般世帯とは、病院、寮などの施設を除いた世帯。 

資料：国勢調査（平成 22 年） 
資料： 

国勢調査（平成 22 年） 
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 子どもがいる世帯の家族類型では、１５歳未満の子どもがいる世帯の７８．７％

が核家族世帯（夫婦と子どもの世帯７０．２％、ひとり親と子どもの世帯８．５％）

だが、６歳未満の子どものいる世帯では８１．５％が核家族世帯（夫婦と子どもの

世帯７６．３％、ひとり親と子どもの世帯５．２％）となっている。 

 

子どもがいる世帯の家族類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③未婚率 

 松伏町の女性の未婚率は、２５～２９歳が６２．７％で埼玉県を２．７ﾎﾟｲﾝﾄ上回っ

ているが、３０～３４歳は３１．９％、３５～３９歳では１６．９％となり、３０～

３４歳以降では埼玉県の未婚率を下回っている。 

 男性の未婚率は、２５～２９歳が７３．５％、３０～３４歳は５１．３％で、いず

れも埼玉県の未婚率を上回っているが、３５～３９歳、４０～４４歳では埼玉県を下

回っいる。 

 

未婚率 
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資料：国勢調査（平成 22 年） 

松伏町(a) 埼玉県(b) (a)-(b) 松伏町(a) 埼玉県(b) (a)-(b)

15～19歳 99.4% 98.9% 0.6 99.5% 98.8% 0.7

20～24歳 93.8% 92.9% 0.9 85.3% 89.3% ▲ 4.0

25～29歳 73.5% 71.9% 1.6 62.7% 60.1% 2.7

30～34歳 51.3% 48.8% 2.5 31.9% 33.8% ▲ 1.9

35～39歳 35.3% 37.5% ▲ 2.3 16.9% 22.5% ▲ 5.6

40～44歳 25.7% 29.9% ▲ 4.3 12.3% 16.1% ▲ 3.8

45～49歳 24.4% 23.1% 1.3 6.9% 10.9% ▲ 4.0

男 女

資料：国勢調査（平成 22 年） 
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２．出生・女性の就労の状況 

 

１）出生の状況 

①出生数 

 出生数は平成１７年度までは２６０人前後であったが、平成１９～２１年度には

２４０人前後となり、平成２２年度以降は２００人前後まで減っている。平成２４

年度の出生数は１９８人であった。（自然動態から出生の部分のみを再掲） 

 

出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②合計特殊出生率 

 松伏町の平成２４年度の合計特殊出生率は１．１０で、平成２２年、２３年の

１．１６よりも低下している。時系列で見ると変動がやや大きくなっているが、増

加の兆しは見えていない。 

 全国平均の合計特殊出生率は１．４１、埼玉県平均は１．２９で、いずれも松伏

町を上回っている。全国平均の合計特殊出生率は、平成１７年以降穏やかな増加傾

向にある。 

 なお、県内近隣都市の合計特殊出生率は、越谷市が１．２８、吉川市が１．２７、

春日部市が１．１４となっている。 

 
 

※合計特殊出生率 

合計特殊出生率は「１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の

女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

資料：住民基本台帳 
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 松伏町の平成２４年度の合計特殊出生率１．１０の年齢層別構成を見ると、２５

～２９歳の０．３６が最も高く、続いて３０～３４歳が０．３５、２０～２４歳と

３５～３９歳が０．１６となっている。 

 全国及び埼玉県の平均では３０～３４歳が最も高く、この年齢層の比較では全国

が０．１３、埼玉県が０．１２松伏町を上回っている。また、２５～２９歳では全

国が０．０７、埼玉県が０．０３松伏町を上回っている。 

 

平成 24年度合計特殊出生率の年齢層別構成 
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資料：埼玉県保健医療政策課 
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２）女性の就労状況 

①年齢階層別就業率 

 松伏町の女性全体の年齢基層別就業率は、２５～２９歳に７０．９％で一旦ピー

クを打ち、３０～３９歳にかけて６０％強まで低下した後、４５～４９歳に

７２．５％で再びピークを打ついわゆるＭ字カーブを描いている。この傾向は、埼

玉県の女性全体の年齢基層別就業率と近似している。 

 松伏町の女性の年齢基層別就業率を未婚と既婚に分けると、未婚は２５～２９歳

に８２．３％でピークを打ち、以降５０～５４歳までは穏やかに低下している。他

方、既婚では２５～２９歳で４７．４％、３５～３９歳でも５５．７％にとどまり、

４５～４９歳に７１．５％でピークを打って低下に転じている。 

 

 

 

 

女性の年齢階層別就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
埼玉県（全体）

松伏町（全体）

松伏町（未婚）

松伏町（既婚）

資料：国勢調査（平成 22 年） 
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②既婚女性の就業率の動向 

 松伏町の既婚女性の年齢階層別就業率では、平成１２年から平成１７年にかけて

は４０歳代で就業率が上昇している。この年齢層では平成２２年にかけて７０％前

後の就業率が定着し、平成２２年では５０～５４歳でも就業率が上昇している。 

４０歳未満の年齢層では、２５～２９歳、３０～３４歳の就業率が平成１７年か

ら平成２２年にかけて上昇している。２５～２９歳では１２．１ﾎﾟｲﾝﾄ、３０～３４

歳では１０．８ﾎﾟｲﾝﾄの大幅な上昇となっているが、この年齢層は松伏町の合計特殊

出生率１．１０の６５．１％を構成している。 

 

 

 

 

松伏町の既婚女性の年齢階層別就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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３．教育・保育施設の状況 

 

１）幼稚園 

松伏町には幼稚園が３園あるが、園児数は平成２０年の３７７人から減少が続いて

おり、平成２５年には３０２人となっている。 

 

 

幼稚園の児童数と園数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査（各年 5月 1日現在） 

 

 

 

 

２）保育所（園） 

 松伏町には、平成１８年以降５園の保育所（園）が開設されている。 

児童数は平成２４年、２５年と増加したが、平成２６年の児童数は平成２５年と同

じ４４９人であった。このうち、０～２歳児が１４８人、３～５歳児が３０１人とな

っている。 
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保育所の児童数と保育所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：福祉健康課（各年 3月 1日現在） 

 

 

３）放課後児童保育室（学童保育） 

 松伏町には６つの放課後児童保育室がある。 

平成２５年の児童数は３３１人であった。平成２５年に比較して３０人増加してい

るが、このうち１年生は１７人、２年生は１３人増加している。 

 
 

放課後児童保育室の児童数と保育室数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：福祉健康課（各年 4月 1日現在） 
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４．次世代育成支援行動計画の評価 

 

１）各事業の現況 

各事業の現況を、次世代育成支援行動計画の施策区分に基づいて以下に簡略にまと

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１　いきいきと子どもが生まれ育つまち

１ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進

(１) 子どもや母親の健康の確保

現況 ・ 各種相談・指導・健康診査・予防接種・啓発事業を実施。

・ ブックスタートは啓発活動を行ったが、絵本のプレゼントは未実施。

方針 ・ 必要に応じて関係機関及び各事業相互の連携を図りつつ継続。

(２) 「食育」の推進

現況 ・ 栄養相談をはじめ、妊娠中の食事から離乳食、親子講座までの各種教室・講座等を実施。

方針 ・ 広報等で周知を図りつつ継続。

(３) 小児医療の充実

現況 ・ 平成２４年度より通院医療費助成の対象を中学生まで拡大。

・ 平成２２年度より吉川市と共同で小児時間外（初期救急）診療を実施。

方針 ・ 引き続き事業を継続。小児救急医療のPRに取り組む。

２ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

(１) 次世代の親の育成（思春期保健を含む）

現況 ・ 小学校における生活習慣病予防の指導を実施。

・ 中学校における性感染症予防の講習会は未実施。

方針 ・ 学校教育の一環としての指導で対応する。

(２) 子どもの生きる力の育成に向けた学校教育環境等の整備

現況 ・ 小中学校教育の充実、私立幼稚園に対する補助の実施。

方針 ・ 継続して実施。

(３) 家庭や地域の教育力の向上

現況 ・ 地域活動・スポーツ活動への支援、体験学習・交流活動を実施。

方針 ・ 参加者の拡大に努めつつ継続して実施。

(４) 子どもを取り巻く有害環境対策の実施

現況 ・ 青少年の非行防止、薬物乱用防止教育等に関する各種事業を実施。

方針 ・ 各種事業を非行防止活動の推進事業として統合する。

基本目標２　にこにこと子どもを育てるまち

１ 地域における子育ての支援

(１) 地域における子育て支援サービスの充実

現況 ・ 保育園での子育て相談や園庭開放、親子サポートグループ活動への支援を実施。

・ 幼稚園と町との連携体制ができていない。

・ ファミリー・サポート･センターの利用会員が着実に増加。

方針 ・ 保育園・幼稚園との連携を強化しつつ継続。

・ ファミリー・サポート･センターの広報と提供会員の研修参加体制を整える。
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(２) 保育サービスの充実

現況 ・ 平成２３年度より待機児童ゼロを継続中。

・ 町内全保育所で１９時まで延長保育を実施。

・ 一時保育、障がい児保育は２園で実施。

・ 幼稚園と町との連携体制ができていない。

・ 保育所（園）と幼稚園の一体化として平成２０年に認定こども園が開園。

・ 平成２２年度の定員増により必要とする全ての児童を預かることができている。

方針 ・ 待機児童ゼロの継続と保育サービスの充実を図る。

・ 入園希望がある場合、町内全ての保育園で障がい児保育を実施する。

・ 平成２７年より認定こども園を２園とする計画。

(３) 子育て支援のネットワークづくり

現況 ・ 「元気に育て！まつぶしっ子」を乳幼児健康診査時や児童館などの公共施設にて配布。

・ 「子育て支援マップ」を新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問にて配布。

方針 ・ 今後も子育てガイド情報の充実に努める。

(４) 児童の健全育成

現況 ・ 「“ワクワクキッズタウン”ミニまつぶし」「子育ち文化のまちづくり」などを開催。

・ 児童館、公民館、図書館で各種企画・イベント等を実施。

・ 中高生のジュニアリーダーによる小学生のボランティア活動、世代間交流事業の実施。

・ 児童生徒のいじめ、非行を防止するための松伏町生徒指導連絡協議会を開催。

・ 児童手当、就学援助費の支給

方針 ・ イベント事業は参加者の拡大、内容に充実を図りつつ継続。

・ 就学援助費の支給内容の検討。

２ 職業生活と家庭生活の両立の推進

・ 男女共同参画の啓発、両親学級の開催。

・ 保育所での延長保育（１９時まで）・一時保育の実施。

・ 学童クラブを１８：３０まで開所（日曜祝日を除く）。

・ 父親の子育てへの参加を促す内容を工夫する。

・ 継続して保育サービスの充実を図る。

３ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進

(１) 児童虐待防止対策の充実

現況 ・ 保健センターでの保健師、福祉窓口のこども家庭相談員の配置により相談体制を充実。

・ 相談・健診・訪問指導情報のフォロー、ケース会議の随時開催により虐待防止に取り組む。

・ 女性相談・育児相談の開設日を拡大。

方針 ・ 相談・支援体制を充実しつつ継続。

(２) ひとり親家庭の自立支援の推進

現況 ・ 児童扶養手当の支給、ひとり親家庭医療費補助の実施。

・ 母子寡婦福祉資金貸付け（県事業）の受付業務の実施。

方針 ・ 継続して実施。

(３) 障がい児施策の充実

現況 ・ 二次健診・発育発達相談を通じて関係機関との連携のもとに早期の支援に努めた。

・ 補装具交付、日常生活用具給付、重度心身障がい者医療費助成、各種手当を支給。

・ 居宅介護事業、短期入所事業、短期保護委託料の助成の実施。

・ 障がい児保育事業実施保育所を平成２５年度より２園に拡大。

方針 ・ 事業内容は継続して実施。

・ 特別支援学校放課後児童対策事業は障がい児通所支援事業に引き継ぐ。

・ 障がい児保育は入園希望がある場合町内全ての保育園で実施する。

現況

方針
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２）総合的な評価 
 

・ほとんどの事業が当初計画の目標水準を満たしている。目標水準に達しなかった事 

業でも、概ねは目標を達成しており、部分的な課題を残すのみとなっている。現状

では数値目標の比重が大きいが、こうした状況から今後は成果を重視する姿勢への

転換を進める必要が感じられる。効果的な事業運営の工夫や、質的な面での向上を

図ることが求められる。 
 

・乳幼児とその家庭に対しては、妊産婦に対する支援から新生児、乳幼児期に至るま 

で、切れ目のない支援と必要に応じた関係機関の緊密な連携が求められる。現状で

は達成状況に不備はないが、今後も健診、訪問等の事業を通じて全ての対象家庭の

状況を把握し、必要な支援を確実に実施する体制の維持・改善に努める必要がある。 
 

・教育と保育の一体的な運営の観点からは、認定こども園、幼稚園、保育所（園）、 

小学校その他関連機関を含めた一層の連携強化が望まれる。 

基本目標３　みんなが子どもをつつむまち

１ 子育てを支援する生活環境の整備

(１) 安全な道路環境の整備

現況 ・ 通学路安全総点検を行い、平成２７年度までに問題箇所全ての改修が完了予定。

・ 町道等の歩道の設置・改修、交通安全施設の修繕を実施。

方針 ・ 通学路などの道路環境の整備、道路の歩行者空間の確保を図る。

(２) 安心して外出できる環境の整備

現況 ・ 主な公共施設はバリアフリー対応済。まつぶし緑の丘公園は平成２７年度に整備完了予定。

・ 遊具点検、公園パトロールを実施。

方針 ・ 公共施設などのバリアフリー化、町民等との協働による公園の適正な維持管理を推進。

(３) 安全・安心まちづくりの推進等

現況 ・ ホームページ、広報まつぶしなどによる防犯に関する啓発活動を実施。

・ ホームページ、マップーメール、ツイッターにより被害防止情報を提供。

方針 ・ 防犯・被害防止に関する啓発・情報提供を推進。

２ 子ども等の安全の確保

(１) 子どもの交通安全を確保するための活動の推進

現況 ・ 交通安全教室、交通安全対策協議会を開催。

・ チャイルドシートの正しい着用や３人乗り専用自転車に関する啓発の実施。

方針 ・ 関係機関との協力のもと、交通安全対策、指導・啓発を推進。

(２) 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

現況 ・ 学童クラブにおいて防犯教室を実施。

・ 教職員やPTAが中心となって通学路のパトロール・見守りを実施。

方針 ・ 防犯対策の充実に努める。

(３) 被害にあった子どもの保護の推進

現況 ・ ３名の教育相談員が子どもや保護者の相談に対応。

方針 ・ 相談者の立場に立って、継続して相談に対応する。
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５．ニーズ調査結果の概要 
 

１）日頃みてもらえる親族・知人の有無（未就学児童） 

・「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」は３３．１％だが、緊急時もしくは用 

事の際であれば６２．２％が祖父母等の親族にみてもらえる。 

・「いずれもいない」は１０．１％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２）育児の相談（未就学児童） 
 

①気軽に相談できる先の有無       ②相談できる先 

・育児を気軽に相談できる先が「ある」 

は９６．３％、「ない」は３．４％で

あった。 

・「祖父母等の親族」（８２．７％）や 

「友人や知人」（７６．６％）が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.2 

33.1 

17.7 

3.4 

10.1 

0.5 

 0  20  40  60

緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみても

らえる

緊急時もしくは用事の際には子ども

をみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友

人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

日頃みてもらえる親族・知人の有無（複数回答）
n=378

(%)

ある

96.3%

ない

3.4%

不明・無回答

0.3%

気軽に相談できる先の有無

n=378

82.7 

76.6 

20.6 

20.1 

19.5 

15.1 

12.9 

9.9 

0.8 

0.3 

1.9 

0.3 

 0  20  40  60  80

祖父母等の親族

友人や知人

幼稚園

近所の人

保育所（園）

子育て支援施設※・NPO

保健所・保健センター

かかりつけの医師

町の福祉健康課

民生委員・児童委員

その他

不明・無回答

相談できる先（複数回答） n=364

(%)

※子育て支援施設：地域子育て支援拠点、児童館等
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３）母親の就労状況（未就学児童） 

・「フルタイム」は育児休暇等による休業中を含めて１８．３％、「パート・アルバ 

イト等」は休業中も含めて３２．５％で、全体の５０．８％が就労している。 

・子どもの年齢別（一番下の子の年齢とは限らない）では、３歳以上で「パート・ア 

ルバイト等」が３割を超え、０～１歳では「現在は就労していない」が６割を超え 

る。 
 

子どもの年齢別に見た母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３）母親がパート・アルバイト等の場合の就労状況（未就学児童） 
 

①週当たり就労日数            ②１日当たり就労時間 

・「５日」が３９．８％、「４日」が 

３１．７％を占める。 

 

・「６時間」が２６．８％で最も多く、 

「５時間」が２３．６％、「４時間」

が２２．０％で続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フルタイム

15.1%

フルタイム

（休業中）
3.2%

パート・

アルバイト等
31.7%パート・アルバ

イト等(休業中)
0.8%

現在は就労

していない
42.3%

これまで就労

したことがない
6.1%

不明・無回答

0.8%

母親の就労状況

n=378

上段:度数
下段:％

378 57 12 120 3 160 23 3

100.0 15.1 3.2 31.7 0.8 42.3 6.1 0.8

36 2 4 3 2 23 2 -

100.0 5.6 11.1 8.3 5.6 63.9 5.6 -

55 4 3 11 - 36 - 1

100.0 7.3 5.5 20.0 - 65.5 - 1.8

63 9 3 17 - 29 5 -

100.0 14.3 4.8 27.0 - 46.0 7.9 -

61 13 1 19 - 23 5 -

100.0 21.3 1.6 31.1 - 37.7 8.2 -

65 11 - 25 - 22 6 1

100.0 16.9 - 38.5 - 33.8 9.2 1.5

60 13 - 25 1 18 3 -

100.0 21.7 - 41.7 1.7 30.0 5.0 -

37 5 1 19 - 9 2 1

100.0 13.5 2.7 51.4 - 24.3 5.4 2.7

パ
ー

ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
等

パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
等

（
休
業
中

）

現
在
は
就
労
し
て

い
な
い

こ
れ
ま
で
就
労
し
た

こ
と
が
な
い

不
明

全体

６歳

合
計

フ
ル
タ
イ
ム

フ
ル
タ
イ
ム

（
休
業
中

）

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳

※パート・アルバイト等の就労者には休業中を含む。 

7.3 

5.7 

13.8 

31.7 

39.8 

1.6 

0 20 40

１日

２日

３日

４日

５日

６日

週当たり就労日数
n=123

(%)

2.4 

4.1 

22.0 

23.6 

26.8 

14.6 

6.5 

0 10 20 30

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

１日当たり就労時間
n=123

(%)
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４）母親が就労していない場合の就労希望（未就学児童） 
 

①今後の希望 

・「これまで就労したことがない」あるいは「現在就労していない」母親のうち 

１０．９％には１年以内の就労希望があり、１年以上先の就労を希望する場合を含

めて４８．１％には将来的な就労意向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１年より先の就労を希望する場合の一

番下の子どもの年齢 
 

・３歳（２６．５％）と４歳（２５．０％）

で過半数を占める。 

・次に、小学校入学後となる７歳が 

１４．７％で続く。 

③すぐにでも、もしくは１年以内の就労

を希望する場合の就労形態 
 

・すぐにでも、もしくは１年以内の就労

を希望しているのは２０人で、その

９５．０％（１９人）が「パート・ア

ルバイト等」を希望している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てや家事

などに専念した

い（就労の予定

はない）

17.5%

１年より先、一

番下の子ども

が○○歳に

なったころに就

労したい
37.2%

すぐにでも、も

しくは１年以内

に就労したい

10.9%

不明・無回答

34.4%

今後の希望（就労していない場合）

n=183

4.4 

5.9 

26.5 

25.0 

8.8 

7.4 

14.7 

2.9 

4.4 

 0  10  20  30

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

１０歳以上

一番下の子どもの年齢 n=68

(%) フルタイム

5.0%

パート・

アルバイト等
95.0%

希望する就労形態

n=20
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５）利用したい教育・保育事業と現在の利用率（未就学児童） 
 

・利用したい事業は「幼稚園」が５９．０％で最も多く、以下、「認可保育所（園）」 

（３９．９％）、「幼稚園の預かり保育」（３０．７％）、「認定こども園」

（２４．６％）となった。 
 

・子どもの年齢３歳以上では、「幼稚園」の利用希望が６１．９％、現在の利用率は 

４６．６％で、１５．３ﾎﾟｲﾝﾄの差がある。「幼稚園の預かり保育」については、利

用希望が３７．２％、現在の利用率は６．３％で、その差は３０．９ﾎﾟｲﾝﾄと大きい。 
 

・「認可保育所（園）」は、３歳以上の利用希望と利用率の差は４ﾎﾟｲﾝﾄにとどまるが、 

全体では１６．６ﾎﾟｲﾝﾄの差があり、０～２歳児に対するニーズが大きいことがわ

かる。同様に「認定こども園」についても、０～２歳児を対象とした保育に対する

期待が感じられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.0 

39.9 

30.7 

24.6 

10.8 

8.5 

4.8 

2.9 

1.3 

1.3 

4.2 

28.8 

23.3 

4.0 

7.9 

1.6 

1.1 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

 0  20  40  60

幼稚園

認可保育所（園）

幼稚園の預かり保育

認定こども園

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

小規模な保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

不明・無回答

利用したい事業

現在の利用率

n=378

(%)

利用したい事業と現在の利用率（複数回答）

61.9

31.4

37.2

22.4

11.7

8.1

4.0

2.7

0.9

1.8

4.9

46.6

27.4

6.3

11.7

1.8

1.8

0.0

0.0

0.4

0.9

0.4

0 20 40 60

幼稚園

認可保育所（園）

幼稚園の預かり保育

認定こども園

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

小規模な保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

不明・無回答

利用したい事業

現在の利用率

(%)

n=223
利用したい事業と現在の利用率（３歳以上・複数回答）
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６）小学校就学時の放課後の過ごし方の希望（未就学児童・就学児童） 
 

①低学年時の希望 

・５歳以上の未就学児では、自宅以外で 

は「学童クラブ〔学童保育〕」

（ ４ ２ ． ３ ％ ） や 「 習 い 事 」

（３７．１％）が多い。 

・低学年の就学児では「習い事」が 

５８．７％で最も多くなっている。 

②高学年時の希望 

・５歳以上の未就学児では、自宅以外で 

は「習い事」が５６．７％、「学童ク

ラブ〔学童保育〕」が２７．８％とな

っている。 

・高学年の就学児では「自宅」が８割を 

超え、「習い事」が５８．３％で続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

７）町の子育て環境や支援に対する満足度（未就学児童） 
 

・「満足度が高い」が３．２％、「満足 

度がやや高い」が１３．８％で、合わ

せて１７．０％が満足傾向。 
 

・「満足度が低い」が１３．２％、「満 

足度がやや低い」が２４．１％で、合

わせて３７．３％が不満を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足度が高い

3.2%

満足度がやや

高い
13.8%

どちらでもない

45.2%

満足度がやや

低い
24.1%

満足度が低い

13.2%

不明・無回答

0.5%

町の子育て環境や支援に対する満足度

n=378

48.5

42.3

37.1

13.4

10.3

5.2

1.0

5.2

13.4

64.1

22.3

58.7

15.2

16.3

12.5

0.0

23.4

4.3

0 40 80

自宅

学童クラブ〔学童保育〕

習い事

放課後子ども教室

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

ファミリー・サポート・セン

ター

その他（公民館・公園な

ど）

不明・無回答

未就学児（5歳以上）

就学児（低学年）

(%)

低学年の放課後の過ごし方の希望

n=97

n=184

56.7

53.6

27.8

15.5

12.4

6.2

1.0

11.3

16.5

58.3

81.7

3.9

15.6

16.7

3.3

0.6

23.3

2.8

0 50 100

習い事

自宅

学童クラブ〔学童保育〕

放課後子ども教室

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

ファミリー・サポート・セン

ター

その他（公民館・公園な

ど）

不明・無回答

未就学児（5歳以上）

就学児（高学年）

(%)

高学年の放課後の過ごし方の希望

n=180

n=97
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６．子ども・子育て支援の課題 

 

 松伏町の人口・世帯の状況、出生・女性の就業の状況等を踏まえ、ニーズ調査結果

をもとに子ども・子育て支援の課題を以下に整理する。 

 

 

１）孤立しがちな親子に対する支援（未就学児童） 
 

・「日頃見てもらえる親族・知人がいない」が１０．１％。「気軽に相談できる先が 

ない」は３．４％で、これらの家庭に対する積極的な支援が必要。 
 

・育児を相談できる先は、「祖父母等の親族」（８２．７％）、「友人や知人」 

（７６．６％）が圧倒的に多く、特に０～１歳では「祖父母等の親族」が９割と偏

りがある。 
 

→特に幼稚園、保育園入園前の親子を重点として、相談、情報提供、交流の場の創出 

等、気軽に利用できるサポートを充実すべきではないか。 

 

 

２）働く母親とその子どもへの支援（未就学児童・就学児童） 
 

・未就学児童保護者では、休業中も含めて全体の５０．８％の母親が就労している。 

子どもの年齢別では、０歳で３０．６％、１歳では３２．８％の母親が就労してお

り、２歳では４６．１％、３歳では５４．０％、４歳では５５．４％、５歳では

６５．１％、６歳では６７．６％の母親が就労している。 
 

・未就学児童保護者では、就労していない母親の４８．１％に将来的な就労意向があ 

り、就労する時期は一番下の子どもが３～４歳になった時が半数を占める。 
 

・就学児童保護者では、休業中も含めて全体の６８．８％の母親が就労している。 
 

→就労する母親の増加に対応して、保育サービスの充実を図る必要があるのではない 

か。 

 

 

３）保育時間の長時間化、終了時間の延長ニーズへの対応（未就学児童） 
 

・定期的な教育・保育の事業の利用時間は、現状では８時間以内が７６．５％、それ

以上が２３．５％。希望では８時間以内が６４．６％、それ以上が３５．６％（い

ずれも無回答を除いた割合）。 
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・開始時間が８時より早いのは、現状では３．０％、希望では７．０％（いずれも無

回答を除いた割合）。 
 

・終了時間が１７時を超えているのは、現状では１５．９％、希望では２７．３％（い

ずれも無回答を除いた割合）。 
 

・幼稚園の預かり保育については、３歳以上の現在の利用率が６．３％であるのに対

して利用希望は３７．２％。 
 

→母親の就労形態の多様化や、日常生活における保育ニーズに柔軟に対応すべきでは 

ないか。 

 

 

４）子育て支援拠点事業の充実（未就学児童） 
 

・現在の利用率は１８．３％だが、今後の利用意向を反映した期待利用率は４６．６％。 
 

・新規の利用、あるいは利用増を希望するのは全体の３８．９％。 
 

（自由意見）利用時間を延長して欲しい、土曜・日曜も開放して欲しい等(１０件) 
 

→一定の評価を得ていると解釈されることから、より利用の浸透を図るために、利用 

しやすさの向上や支援内容の充実を図るべきではないか。 

 

 

５）土曜・休日、幼稚園の長期休暇中の保育ニーズへの対応（未就学児童） 
 

・土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望は３５．５％（毎週でない場合も含む）。 
 

・日曜・祝日の利用希望は１８．０％（同上）。 
 

・幼稚園の長期休暇中の利用希望は５６．９％（週に数日が４６．８％、ほぼ毎日が 

１０．１％）。 
 

→就労形態の多様化への対応、幼稚園長期休暇中の支援を検討する必要があるのでは 

ないか。 

 

 

６）病児・病後児保育のニーズへの対応（未就学児童） 
 

・定期的な教育・保育の事業の利用者のうち７０．４％がこの１年間で病気やケガの 

ために事業を利用できなかったことがあり、その６８．６％が母親か父親が仕事を
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休むことで対応し、さらにその５１．７％（定期的な教育・保育の事業の利用者全

体の２５．０％）が病児・病後児保育の利用を希望している。 
 

（自由意見）病児・病後児保育の充実、緊急時に即対応できるところが欲しい等 

（１２件） 
 

→病児・病後児保育に対する支援スタンスを明確化すべきではないか。 

（例）事例をパターン化し、どのような場合にどのように対応するか示す。 

 

 

７）不定期の教育・保育事業（一時預かり等）のニーズへの対応（未就学児童） 
 

・この１年間に不定期の教育・保育事業（幼稚園の預かり保育、一時預かり、ファミ 

リー・サポート・センター等）を利用したのは１４．５％。一方、今後利用する必

要があるかについては「利用したい」が４７．９％あり、潜在的な利用意向は強い。 
 

（自由意見）短時間でも気軽に預けられる場所あればいい等（１２件） 
 

→不定期、短時間の利用等、日常生活のなかで起こり得る保育ニーズに対応できるサ 

ービスの充実を図る必要があるのではないか。 

 

 

８）職場での子育て両立支援（未就学児童） 
 

・「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」が４１．５％。 
 

・働いていた母親のうち、育児休業を取得したのは５５．１％。育児休業を取得して 

いない理由として、「子育てや家事に専念するため退職した」が４６．８％、「職

場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が２１．０％、「職場に育児休業の制

度がなかった」が２１．０％、「仕事に戻るのが難しそうだった」が１９．４％。 
 

・育児休業取得者（母親）のうち職場復帰時に短時間勤務制度を利用しなかったのは 

６１．８％。理由は、「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が

４４．１％、「職場に短時間勤務制度がなかった」が３５．３％、「仕事が忙しか

った」が２９．４％。 
 

・父親の場合は、育児休業を「取得していない」が８９．０％を占める。 
 

→町内の事業所に対する両立支援制度定着への働きかけが必要ではないか。 

 

 



23 

 

９）学童クラブ等の就学児向け保育事業の充実 
 

・５～６歳の就学前児童を持つ保護者の４２．３％が学童クラブの利用を希望してい 

る。 
 

・これに対して、１～３年生の学童クラブの利用率は、各学年とも約２５％にとどま 

っている。 
 

・就学児童保護者の学童クラブに対する自由意見では、夏休みなどの長期休暇に限っ 

たニーズへの対応、使い勝手の向上（利用条件の緩和、一時預かりの実施、申し込

みから利用までの期間短縮等）、利用時間の延長や土曜・日曜の開所、質の向上等

が求められている。 
 

→学童クラブの運用形態の改善、放課後の子どもの居場所を確保する必要があるので 

はないか。 

 

 

10）安全の確保や公園の整備 
 

・安全の確保については、就学児童保護者からの意見が多かった。 

 歩道の整備や通学路の安全確保に関する要望 

 防犯に関する要望（街灯の設置、不審者対策） 
 

・公園の整備については、未就学・就学の別にかかわらず意見が多かった。 

施設管理に対する要望  （汚い、雑草がひどい、ゴミ・フン・危険物がある等） 

 設備の充実に関する要望 （遊具の充実、老朽化への対処等） 

 公園の設置に関する要望 （地域による偏りの是正、近くに公園が欲しい、ボール 

遊びができる公園があるといい等） 
 

→関連部署との連携を深めて対処する必要があるのではないか。 


